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社会科教育史における｢社会科歴史｣の｢神話｣教育論

梅　野　正　信

(1992年10月13日　受理)

A Study of the Myth-Education on the History within Social Studies.

Masanobu Umeno

Ⅰ.問題の所在

1989年3月15日,新しい『学習指導要領』が官報に告示されたが,その際,同年2月の改訂(莱)

においてさえ示されていなかった『古事記』 『日本書紀』 『風土記』が,小学校社会科において,そ

の内容を教材として教える旨,修正して加えられていた｡

｢神話｣をめぐる教育は,今日,教育者一人一人の主体的判断の求められる,避けて通れない課

題となって迫りつつあるといえよう｡

他方,戟後の社会科教育研究における,いわゆる神話教育-の論究は,戟前の皇国史観による歴

史教育への反省ともあいまって,タブー視されてきたとの評価がなされることが多い｡ (1'

戦後教育史研究の中でも,これまで,第一に,敗戦後占領政策期の神話と教育をめぐる経緯の中

で,第二に,サンフランシスコ講話条約締結後から1968年版『学習指導要領』にかけての時期に,

第三に, 1980年代の教科書叙述をめぐる論議や新『学習指導要領』 (1989)における｢神話｣取り

扱いの問題が論じられた時期,など,以上三つの時期に集約的に論じられてきた経緯を持つ｡

さらに加えるならば,これまでの戟後社会科教育史の整理は,どちらかというと,皇国史観とし

て批判されることの多い歴史教育の立場と,歴史学研究会･歴史教育者協議会を中心とした立場と

の二つを中心に論じられることが多かったため,総じて論争的要素が強く,具体的内容の考察が十

分になされてきたとは言い難い現況にある｡

そのような中で,本論は,社会科教育学がこの間題について,これを教育｢論争｣の領域から教

育｢研究｣の領域へと再組織する作業を通すことによって,研究者･教育者による主体的な｢記･

紀･風土記｣教育像の形成を試みようとするものである｡

*鹿児島大学教育学部社会科(社会科教育学)



鹿児島大学教育学部研究紀要　教育科学編　第44巻(1992)

そのためには,まずもって,この間題に関するいわゆる社会科教育史を再構成する作業と,いま

一つ, ｢神話｣の具体的内容を,これまでの論争点を基軸にした｢対照的｣比較から, ｢記･紀･風

土記｣の構成に沿った｢分析的｣比較-と再構成する作業の二つが,とりあえず,求められている

ように思われる｡

このうち本論は,とりわけ教育史的整理を中心に行なうものである｡

歴史教育史研究においてこの問題は,戟後,文部省を中心とした積極的な｢神話｣教育推進論と,

これに対する歴史教育者協議会を中心とした立場において, ｢神話｣教育をめぐる対立に限らない,

たとえば,教科書裁判, ｢紀元節｣問題など,広く,いわば対極の位置関係をとってきた諸課題の

一例といえるし,そのため,これまでの社会科教育史的整理においても,二極対置的スタイルに整

理される傾向が強くみられてきた｡

しかしながら,実は,前二者の論議以前,いずれもそれぞれの立場が, ｢神話｣教育に本格的な

発言や提言を避けていた昭和20年代に,第三の立場ともいうべき｢社会科歴史｣の潮流が存在し,

｢記･紀･風土記｣を活用した｢神話｣教育を教育内容として構想し,さらには1947年,とりわけ

1951年版の『学習指導要領』にも強く影響を与え,唯一具体的かつ積極的な｢神話｣教育構想を展

開していた歴史が存在していた事実については,これまで全くと言ってよいほど見逃されてきてい

る｡(2)

本論は,この,いわば,三番目の｢神話｣教育構想の特質を, 『学習指導要領』の内容と,それ

を支えた当時の教育および歴史研究の二つの側面から,それぞれの実態や歴史的位置付けを含めて

考察しようとする試みである｡

Ⅰ.敗戦直後の｢神話｣をとりまく歴史的背景

GHQは, 1945年12月15日付で, ｢軍国主義的及至過激ナル国家主義的｣イデオロギーとは,日本

の天皇や日本国民が, ｢家系,血統或ハ特殊ナル起源｣を持ち,日本の諸島が, ｢神二起源ヲ発｣し,

｢特殊ナル起源ヲ｣持つとの理解から,日本を特別な国家,国土,国民であるとする考えであると

した｡

また,加えてGHQは,それ故にこそ,軍国主義,国家主義と神道及び天皇制は,決して切り離

すことのできない一連の概念であるとの理解を具体的に表明している｡ (3)

このことは, 1945年12月31日のGHQ指令による｢修身,日本歴史及ビ地理停止二関スル件｣と

考え合わせて,次には,歴史教育が,必然的に｢神話｣の問題に直面するであろうことを予測させた｡

周知のごとく,当時文部省内では,国史の授業再開にむけて新しい国史教科書の編纂が開始され

ていたが,豊田武を中心として構想された『暫定初等科囲史』の作成過程で, ｢神話｣の取り扱い

や叙述をめぐって占領政策との間に強い乳蝶のあったことは,最近の研究が明らかにしているとこ

ろである｡(4)
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この『暫定初等科国史』の挫折後新たに編纂を開始したのが, 『くにのあゆみ』 (1946年9月10日

文部省　国民学校用)であったが,そこにおいてもなお,日本の国家統一について｢畝傍山のふも

との橿原の宮｣での神武即位は,依然として,あたかも歴史的事実であるかのように叙述されたま

まであった｡ (5)

占領政策は, ｢第一次米国教育使節団報告書｣ (1946年4月6日)が｢客観的歴史と神話の分離お

よび文学としての外国神話と共に日本の神話の保存｣と記しており,国民文化としての神話の温存

は保障されていたのではあるが, ｢文化｣と｢歴史的事実｣との区分を十分に消化するだけの力量

という意味では,戟後一年足らずの日本の歴史学は,いまだ十分に持ち合わせているとはいえな

かったのである｡

このような中で,新制中学校用の本格的な歴史教科書作成を意図して1947年11月『中学校国史教

科書編纂委員会』が文部省内に設置された｡ (6)

結果的にこの委員会は,そこで作成した教科書が占領下GHQの許可を得ることができず, 1951

年版『学習指導要領』作成委員会-と改編されていくことになるのだが,この委員会で論議され成

案となった歴史教育内容とその｢未発の教科書｣の成果は,一般に, 1951年版『学習指導要領』作

成委員会の中の,主に歴研メンバーを中心に作成された『日本の歴史』 (1950年　潮流社)の内容

として,いま一つ,委員会の副委員長としてまとめ役的立場にあった和歌森太郎による中学校用日

本史教科書『日本の成長』 (1950年　実業之日本社)の中に,それぞれ,その成果が反映されてい

るとの指摘がなされてきた｡ (7)

中でも, 『日本の成長』が1950年,準教科書として,歴史教科書としては例外的に新制中学校で

の使用をGHQより承認されたことは,和歌森の歴史教育構想が,社会科教育が提示した歴史教育,

すなわち｢社会科歴史｣の具体を最も正確に反映したものであったことを裏付けるものとなってい

るし,このことと併せて,この教科書を解説した『日本の成長　指導書』 (実業之日本社1951年

4月)もまた,単に一つの教科書の教師用指導書としての性格にとどまらず,ひろく｢社会科歴

史｣の解説書としての役割を担っていたことが歴史教育史研究の中で明らかにされてきている｡ (8)

Ⅱ. 『学習指導要領』 (1947-1955年)における｢記･紀･風土記｣

ここでは,いわゆる1947年版と1951年版,および, 1955年版の三つの『学習指導要領』における

｢記･紀･風土記｣の取り扱いについて検討を加えたい｡

第一に, 『学習指導要領社会科編(1)試案』 (1947年5月)以下の,いわゆる1947年版では,高校

人文地理編(1947年7月)において, ｢冬は穴に宿り,夏は巣に住む｣ (日本書紀,景行天皇蝦夷の

項)とは何を意味しているか｡紀記･風土記などには古代の住居について他にどんな記述がある
P

か｡｣ (単元Ⅲ ｢人間の住居や集落は,どんな所に,どういうふうにできるか｣学習活動の例7)

｢記紀･風土記によって,日本古代の米作状況,米作方法などを調べよ｡日本書紀に高田･窪田
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(クボタ)とあるのは何を意味するか｡安田･平田･天垣田･墾田(ハリタ),狭田･長田などの

区別があるのは,それぞれ何を意味するか｣ (単元Ⅳ ｢われわれは食糧をいかにして待ているか｣

学習活動の例4)などの記述がある｡ (9)

しかし,この1947年版『学習指導要領』においては,歴史学習での, ｢記･紀･風土記｣の取り

扱いをみることはできない｡

それは,この『学習指導要領』が作成中の1946年後半から1947年前半にかけて,前述の『暫定初

等科囲史』の｢神話｣記述を原因とする乳蝶,さらには1946年9月付文部省通達｢国史授業指導要
こ.＼

領について｣において,神話･伝説は｢教科書においては,これを記さない｣と明示されたこと,

等の影響を受けたものであるといえる｡

したがって,歴史教育における具体的言及は,次の1952年10月20日に公表された『中学校高等学

校学習指導要領社会科編Ⅰ　一般社会科(中学校1年～高等学校1年,中学校日本史を含む) (読

莱)一昭和26年(1951)改訂版(文部省)』を得たねばならなかった｡

この『学習指導要領』では, ｢中学校日本史｣で特に｢神話や歴史を正しく批判する態度｣が設

定されており, ｢古事記や日本書紀はどんなことを書いてあるのかを書物で調べ,それはどのよう

な目的でつくられたかを皆で話し合おう｡｣や,さらには｢神話や伝説だけが原始社会を知る材料

だったとしたら,どんなことになるか話し合わせ,考古学や民族学,その他の諸科学の総合が原始

社会の理解を導くのに役立つことを生徒が理解できたかどうかを評価する｡また神話や伝説を批判

的に取り扱う態度ができたかどうかを判定する｣と､判定レベルでの位置付けまでなされていた｡ 10)

さらに高校日本史でも,古代社会で｢歴史の最初の部分をぼく然とさせていた神話･伝説などか

ら解放されて,科学的な研究態度を育てる意味からも,本単元の設定は有意義である｣とした上で,

｢神話･伝説等を科学的に取り扱う態度を養うこと｡｣とし,評価においても｢ ｢古事記｣または

『日本書紀』の一節を選んで,その合理性を検討させ,古代国家の発生について正しい認識を得た

かどうかを評価する｡｣ (評価の例)となっている｡ 11]

第三番目に, 1955年版『中学校学習指導要領社会科編』においては,歴史的分野(1)具体目標11

｢学問･宗教･芸術などの文化遺産を正しく理解し,鑑賞し,これを尊重し愛護して,新しく文化

を発展させようとする態度と能力とを養う｡｣の(2)において｢日本の神話や伝承などの内容を通し

て,古代日本人のもっていた信仰や,物の見方や考え方について考えるとともに,外国のそれらの

一端にも触れて,その相違や共通点に気付かせる｣と,比較神話研究の活用を示唆すると推測され

る指摘がある｡

以上を整理すると1947年版『学習指導要領』では人文地理において主に風俗資料的活用を,

1951年版『学習指導要領』では科学的史料批判能力育成の素材として, 1955年版『学習指導要領』

では比較神話研究の活用を,それぞれ示唆していたように思われる｡

中でも, 1951年版『学習指導要領』は,神話をタブー視せず,歴史学の成果を大胆に取り入れ,

生徒自らが史料批判を学ぶ題材として指示する等, ｢社会科歴史｣の一つの画期を示すものとなっ
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ている｡

しかしながら,中学校では1956年版『学習指導要領』,高校では1955年版『学習指導要領』以降,

小学校においても1968年版『学習指導要領』以降において, ｢神話･伝承｣の学習は,史料批判や

個々の史料の吟味を学習対象とするのではなく, ｢古代の人々のものの見方や国の形成に関する考

え方｣を学習するといった概括的理解に限定した学習-と大きく転換することになった｡

総じて『学習指導要領』は, ｢記･紀･風土記｣にかかわって, ｢風俗資料｣としての活用, ｢歴

史学の研究成果に基づいた科学的･批判的｣な活用, ｢比較神話｣学の成果の活用を,それぞれ提

示した歴史を持ちながら,それら全てを,今日,その後背に追いやってしまっているのである｡

F. 1951年版『学習指導要領』における｢記･紀･風土記｣活用の歴史的背景

初期社会科を, 1947年版『学習指導要領』と1951年版『学習指導要領』が影響力を保持した時期

とする理解にたつと,前節では,そのうち特に, 1951年版｢学習指導要領｣が初期社会科において

画期的内容をもつものであったことを示した｡

しかしながら,占領期終了前後からの対日占領政策の転換に伴い,教育,とりわけ新教育の中心

的存在であった社会科は,その大幅な転換を余儀なくされることになる｡

この経緯については,これまでも多くの社会科教育史研究が明らかにしているところであるし,

ここに詳述する余裕は無い｡ただ,前述した1951年版『学習指導要領』自体,中学校社会科1951

年12月)と高校社会科(1952年3月)が出揃った後, 1952年12月に,岡野文相が教課審に対して

｢社会科の改善,特に道徳教育,地理･歴史教育｣に関する諮問を行い,社会科教育内容の全面的

改革を宣言したわけだが,このことは,同時に,生まれたばかりの1951年版『学習指導要領』が指

し示した,ある意味では戟後｢神話｣教育構想の画期をなす提案をも,ともに消し去ることになっ

た｡ 1951年版『学習指導要領』は,まさしく｢生かされざる指導要領｣となったのである｡ (12)

他方で,この1951年版『学習指導要領』の内容を生み出した背景もまた,戟後教育史の内側から

捕捉していく必要がある｡とりあえず本論では,これに三つの要因をあげておきたい｡

一つは,この『学習指導要領』が作成委員として,とくに中学校日本史を含む一般社会科に,勝

缶守一,高橋礁-,日高六郎,松島栄一など,いわばその後の民間教育団体をリードした人々が参

加し,文部省反対派を含めた比較的自由な環境のもとで作成されたこと｡

二つ目には,歴史教育者協議会がこの間題に慎重な姿勢を示すようになるのは, 1968年版『学習

指導要領』をめぐる時期からであり,この時期の歴教協は,必ずしも神話素材の活用をタブー視し

ていなかったこと｡

第三に, 1951年版『学習指導要領』の作成には参加しなかったが,前述『中学校国史教科書編纂

委員会』に参加していた和歌森太郎や,ほかにも柳田国男による民俗学的要素の影響も無視できない｡

1947年版『学習指導要領』における柳田国男の影響はこれまでも指摘されてきたことであるし,
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また,和歌森の単独著作による中学校社会科用日本史教科書『日本の成長』が,占領政策下,歴史

教科書のみ検定が実施されなかった1950年に,和歌森が執筆者として加わっていたもう一つ教科書

とともに,例外的に｢準教科書｣として承認された事実は, 1951年版『学習指導要領』が指し示し

ていた歴史学習のあり方に,和歌森の構想が強く影響を与えていたことを示している｡ (13)

本論は,ここに整理した三つの要因から,特に第三の,和歌森と和歌森を中心とした｢社会科歴

史｣構想に焦点をあてることによって, 1951年版『学習指導要領』下に,どのような｢神話｣教育

構想が展開されていたのかを考察していきたい｡

Ⅴ.社会科歴史の｢神話｣教育

本節では,社会科歴史における｢神話｣教育の具体を検討するために,この立場を代表する和歌

森太郎の｢神話｣教育論を,第一に,和歌森の単独執筆による新制中学校用日本史教科書『日本の

成長』と,その『指導書』を,第二に,広く教育の実際にたずさわる側からの反応をみるために,

この教科書の交流誌として毎月刊行されていた『社会科歴史』における諸々の立場からの発言を,

第三に,和歌森の著作物から,和歌森個人としての｢神話｣の取り扱い方と,その立場を,以上三

つの側面から分析を加える中で,この立場の｢神話｣教育論の概観を整理できればと考える｡ (14)

1. 『日本の成長』とその『指導書』

和歌森の単独執筆による,中学校日本史用検定教科書『日本の成長』 (実業之日本社1951年)

は,本文二, ｢国家はどのようにつくられたのであろうか｣の｢大和国家の成立｣のところで, ｢八

世紀のはじめにできた『古事記』や『日本書紀』は, (中略)国家の成り立ちについては,その支

配者本位に選んだ伝説を述べている｣が｢天皇や,その子弟が,みずから兵を率いて,南のはての

くまそとか,東のすみのえぞとかを,攻め従えていったという物語などは,ある程度事実にもとず

いた話であろう｡｣と叙述されている｡ 15)

さらに, 『日本の成長　指導書』では,原始社会について｢日本神話の中の海幸山幸の物語を読

んで,どうしてこんな物語ができたかについて話し合う｡｣古代社会では｢皇室の歴史･系図を調

べる｡｣ ｢象徴としての天皇の意味について話し合う｡｣ ｢神武天皇東征の物語を調べて話し合い,批

判する｡｣ ｢日本武尊の物語を調べる｣ ｢天皇にはなぜ姓がないのかを考える｣などの具体的提言が

見られる｡ (16;

これらの中には, ｢海事山幸｣では｢物語｣解釈を目的とする学習として, ｢記･紀｣において

は,その歴史的役割にも触れた上で,史料を活用し,批判する作業が,それぞれ組み込まれている

し,加えて,天皇と姓,象徴の意味など,現代的問題にまで考えを及ぼした内容となっている｡

以上,この,和歌森による教科書と指導書は,内容的にも,また方法的にも前節にみた1951年版

『学習指導要領』と表裏一体の役割を担うものとなっており,社会科教育史上,数少ない社会科歴

史構想の具体を提示するものとなっていることがわかる｡ (17;
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2.交流誌『社会科歴史』

和歌森は,教育実践や教育研究の領域でもまた積極的な役割を果たしていたが,これに関連した

実践レベルでのアプローチは,限定的ではあるが『社会科歴史』にみることができる｡

この,和歌森の編集責任による『日本の成長』の交流誌『社会科歴史』創刊号(実業之日本社

1951年4月)は,長野正(東京文理科大学)に依頼して, ｢歴史教材としての神話｣を掲載してい

る｡(18]

ここで長野は, ｢神話｣をそのまま使うことには警告を要するとしながら,日本｢神話｣には,

その｢中から,古代人の生活の諸様式を探り出す｣ことができるし,原始社会では,海事･山幸の

物語から｢狩猟と漁敬を生業としていた石器時代人の生活｣を学び,少彦名命の常世園の話などを

はじめとして,自然崇拝や呪術,原始宗教,卜占などに関して随所に活用可能な箇所が史料がみえ

ているとする｡

さらに,原始国家の成立については, ｢播磨風土記｣にみえる｢葦原醜男命と天日槍命とが村や

谷を争った物語｣や, ｢素拷鳴尊の農業妨害｣などから｢競って土地を占有し,耕地の開墾を進め

ていった｣過程を学び,東南アジアの農耕社会で｢蛇が穀神と考えられていた｣こと,社会史の問

題としては, ｢大物主神が倭逃連日百襲姫命のもとに通った話｣などから｢婿入り婚｣の問題を語

ることができ,大己貫神の物語からは, ｢若者集団の存在｣の想定と,そこでの｢入信儀礼ないし

は修練行事を説明し｣ていくことも可能だ,など,数多くの具体的な示唆を提示している｡

また,古代国家成立期を神話が体系化された時代としてとらえ,天孫降臨,三種神器,天照大神

などのような｢戟時中に『国体の尊厳』を謳うにかり出された神話｣があったと指摘した上で,し

かし,そのような中にも, ｢古い民衆の生活-文化の反映があ｣るのであり,むしろ, ｢これがいか

にして天皇制国家の支配体制を妥当ならしめる具と｣となったかを明らかにすることにより,天孫

降臨説話(北方系神話)が日神信仰の天照大神と接合した経緯や,五部神による｢中臣･忌部･大

伴･蘇我｣など古代貴族正当化の意図を解説することもできるとする｡

このような長野提案を受けて和歌森は｢神話の問題は,今のところ,破壊され放しで,全くどう

しようもないもののように受け取られている向きがあるが,長野正氏の論によって,これも使いよ

うで歴史学習に生かせる道が示唆されたであろう｣と,この企画の意図を示している｡ (19)

『社会科歴史』 1953年1月号は,さらに村上正名(広島大学附属中)による中学校二年生を対象

とした授業構想と実践報告を掲載した｡ 20)

村上は, ｢古代国家の成立｣で,古代大和朝廷と関連性を持つ伝承記述を整理し, ｢吉備高島の伝

説と神武天皇の東征説話,吉備津彦と四道将軍派遣,日本武尊の事業などを教え,この意味を考え

て,大和朝廷の勢力と郷土備後の関係｣に焦点をあてようとした旨を述べ,授業では, ｢日本の神

話と農業の関係を科学的に解明する｡｣ ｢備後にのこる神話と弥生式文化期の遺跡を調べる｡｣ ｢神武

天皇o?東征,日本武尊の話を批判する｡｣などの授業提案がなされ,実践されている｡ (21)

ここには, 1951年版の『学習指導要領』および,その具体である教科書の提案を受けて,教育の
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実際にたずさわる教師たちが新しい歴史教育の中に｢神話｣を生かそうとしていた様子を具体的に

みることかできる｡

3.和歌森太郎の｢神話｣教育論

和歌森個人は,歴史学者としてこの間題をどのように処理しようとしたのだろうか｡

和歌森は, ｢神話｣も, ｢海事･山幸｣などの日常的な話は南方に起源を持ち, ｢思想やら国家

的｣な問題を含んだ話は北方に起源を持つものが多いが,これを,歴史の｢導入｣として活用し,

日本人の民族形成が,単一なものではなく,複合的特性をもつものであることを考えさせ,日本民

族の形成の順序について,南方からの移住,オホーツク系住民の存在,朝鮮半島を通じた満蒙の方

の系統の人間の移住などの話にもっていき,ここから縄文時代の説明に入っていくよう提案してい

る｡(221

この指摘の背景には,日本神話の,民間伝承的要素の濃い部分は南方･東南アジア系の説話と接

点が多くあり,反面,国家的起源なり支配者の由来に関する話になると北方ユーラシア大陸系の説

話に接点を多く持つといった,いわば｢比較神話的｣理解があるのであり,さらには,和歌森はこ

の論理から,日本民族が,そもそlも｢多元的構成｣を含有するものであることに注視する視角を歴

史教育に導入しようと試みていたようである｡ (23)

次に,古代国家の形成においては,政治,文化的なまとまりとしての｢北九州｣ ｢出雲｣ ｢大和｣

という三つの地域において, 『日本書紀』や『古事記』の｢神話と称する伝説｣の分析から説明し,

｢九州を地盤に発生しているもの｣すなわち筑紫神話と,大和を中心に形成されたもの,出雲を中

心に形成されたもの,などに類型化して,それぞれの相関関係を指摘し,ここより, 4世紀におけ

る皇室の統一を説明する｡

とりわけ,アマテラス神話については｢日本人のいだいている太陽信仰を巧みに皇室が独占｣し

たものであると提示するなど(24)神話を,その成立の歴史的背景から内容を科学的に分析するこ

とを通して歴史教育に取り入れることを提案している｡

上述した｢神話｣の分類に加えて,記述の歴史的解釈では, ｢古事記には国生みで｣壱岐と対馬

が入っているが,この二島を｢大八州のうちにふくめねばならぬと考えたのは,これらの二島が日

本にとっての要地とされた時期｣で, ｢日本と新羅との関係が緊張状態のころのものと｣推定され

ること, ｢日本書紀に吉備がのっているのは, 6世紀まで独立した地域として存在した事実から無

視｣できなかったためであるとする指摘,また, ｢ヤマタノオロチ｣と製鉄伝承や稲作伝承または

荒神伝承などとの関連性,さらに出雲｢神話｣全体については,日本海の海上交通が,古代におい

ては, ｢内陸交通よりも｣活発であったことから, ｢裏日本側に一つの政治的まとまりができた｡そ

のセンターが出雲であった｣のではないか,などという理解が示されている｡

ほかにも,個々の事例を取り上げての比較神話の活用について, ｢イザナギ･イザナミの生殖儀

礼｣や｢物を投げる｣行為を東南アジアとの関係で,天の岩戸は｢今の暦でいえば,冬至のころに

太陽神を招き返す祭りをした｣ことの反映として,民俗学的視点からはモガリについて｢伝承の東
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征は,葬制の東征を意味｣したとの理解, ｢オオクニヌシ｣からは,成人としての通過儀礼を考え

たいとした｡ (25)

以上和歌森は,第-に日本の多元的構成をみる素材として,第二に,物語に散見できる項目から

物語の成立時期を歴史的に考察する｢史料批判的活用｣を可能とする素材として,第三に,比較神

話の成果を活用して日本史の全体が世界史のなかで相対的にとらえられる視点を生み出す素材とし

て,以上三つの可能性を提示しているといえよう｡

この点, 1951年版『学習指導要領』の理解をふまえた授業レベルでの具体化の指針を示す基盤を

提供するものとなっている｡

Ⅵ.社会科歴史における｢神話｣教育の基礎視角

和歌森は,自身が中心的にその編集作業を担当した『日本の歴史』 (読売新聞社1959年)で,

｢神話の取り扱いの方法の誤りを否定することは正しいけれども,そのために,神話自体までも追

放してしまうのは,角をためてウシを殺す愚に類する｡神話には,遠い祖先たちの残した無形文化

財という面があるからである｡｣ 26　と指摘している｡

この指摘は,和歌森の基本的姿勢を表すものであったし,同時に,本論Ⅰで触れた, 1946年段階

に,いまだ新生日本の歴史学が十分に戦前の桂椎を脱しきれていなかった中で, ｢第一次米国教育

使節団報告書｣が示唆した｢神話｣と歴史･文化の位置関係が,この時期,ようやく日本の科学に

よって主体的に受けとめられてきた事実を示すものといえる｡ (27)

また, 『社会科歴史』 1954年6月号は和歌森太郎と尾鍋輝彦の対′談｢歴史教育の勘どころ｣を掲

載しているが,この中でも和歌森は, ｢伝承を媒介にして,あるいはそれを糸口にして,その伝承

の内容とは違った社会生活について,何か考えて行くという態度で｣扱うことの可能性を大切にし

たいとし, ｢たとえば神幸山幸の話とか,天孫降臨の話,また天の岩戸の話,スサノオノミコトの

八岐の大蛇の退治の話など,山になっている話をしてやって,こういう考え方で,日本の国家の成

長過程を思っていた連中が確かにいたんだということを言ってやるべきだ｣と提案している｡

そこで和歌森は, ｢戟争の前とあととで,旧国家,新国家だという考えを,各自がはっきり了解

していないのですね｡まだ新国家というものの意識は確立されていないし,太平洋戟争までは古い

日本であると思い切ることは出来ないでしょう｡危険ですね｡｣と表明し, ｢決して神話,伝説を

削ってはいけない｡一応与えて,それをだんだん材料,手段にして,科学的な歴史の学習の仕方に

ついて,筋道を与えるという,歴史の指導が確立して行かなければいけない｣と結論付けている｡ (28)

今日までの｢神話｣教育論の多くが, ｢神話｣教育批判,もしくは｢神話｣批判としての側面か

らの論議に集中させていた経緯を持つものであった点,本論冒頭に指摘した通りであるが,戦後の,

教科としての社会科教育が提示した新しい学問観や,民俗学の成果を基盤とした新しい歴史科学像

を｢民俗学的歴史｣として構想した和歌森が,決して単なる神話｢復活｣ではない,これを積極的
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に教育に生かし,歴史学の成果をふまえた,科学的手法や方法論自体を学ばせようとするその視点

は,その提案内容と共に,今日,社会科教育史研究,さらには社会科教育論研究においてもまた,

積極的に見直される必要を持つものと思われる｡
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19　和歌森による編集後記(『社会科歴史』 1951年4月　P33)

(20)村上正名　｢社食科日本史における地方史教材の取扱いについて(上)｣ (『社会科歴史』 1953年1月

P14)

(21 『社会科歴史』 1953年1月　P17

(22　和歌森太郎『日本史教育における理論と実際』小石川書房1949年(『和歌森太郎著作集13』弘文堂

1982年　P65

23　和歌森太郎『日本民族史』筑摩書房1963年(『和歌森太郎著作集7』 1981年　弘文堂　P180-241)

24　前出『日本史教育における理論と実際』　P79-P80

25　前出『日本民族史｣ P203

26 『日本の歴史』第一巻(読売新聞社1959年　P236)

(27) 1946年以降の和歌森の神話に関する叙述については,たとえば井上清『日本の歴史一増補｢くにのあゆ

み｣批判』 (ナウカ社1950年　P47)などのように,強い疑義を呈し, 『くにのあゆみ』と同様に厳しく批

判の対象とするものもある｡

28　和歌森太郎｢歴史教育の勘どころ｣ (『社会科歴史』 1954年6月　P13-15)

※　本研究は全国社会科教育学会第37回全国研究大会における報告｢戦後歴史教育における『神話』教育論の

再検討｣ 1988年9月　広島大学)をもとに再整理し, 1992年科研費奨励研究｢GHQ占領政策後半期におけ

る歴史教育と歴史教科書の特色と相互関係に関する研究｣の成果の一部を活用して作成したものである｡

なお,上記科研費研究の一部は,日本社会科教育学会･全国社会科教育学会合同研究大会(1992年9月

愛知教育大学)において｢占領政策後期における社会科教育｣として報告している｡


